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「（仮称）札幌市犯罪のない安全で安心なまちづくり等 

に関する条例」（素案）についてご意見を募集します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 公表資料 

 ⑴ 策定の背景及び必要性（３ページ） 

 ⑵ 条例案に盛り込む事柄の概要＜骨格図＞（５ページ） 

 ⑶ 条例案に盛り込む事柄（６～８ページ） 

 ⑷ 素案の要旨（９ページ） 

 

２ 公表場所 

札幌市ホームページによる閲覧 

http://www.city.sapporo.jp/shimin/chiiki-bohan/seianjourei/index.html 

区政課（札幌市役所本庁舎 13 階）における配布・閲覧 

行政情報課（札幌市役所本庁舎２階）における配布・閲覧 

各区役所総務企画課広聴係における配布・閲覧 

各まちづくりセンターにおける配布・閲覧 

 

 

札幌市では、「（仮称）札幌市犯罪のない安全で安心なまちづくり等に関する条

例」の制定に向けて検討を進めてきましたが、このたび、条例素案をとりまとめま

したので、この素案に対する皆さまのご意見を募集します。 

今後、お寄せいただいたご意見を考慮してさらに検討を行い、条例案として札幌

市議会に提出する予定です。 

また、皆さまからお寄せいただいたご意見などの概要は、それらに対する市の考

え方と併せて、平成 21 年１月頃にホームページなどで公表いたします。 

意見募集期間 平成 20 年 10 月 31 日（金）～平成 20 年 11 月 30 日（日）まで（期間内必着） 
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３ 意見の提出方法 

 ⑴ 提出方法、様式等 

本書に添付している所定の「ご意見記入シート」か、これに準じた様式で下記提

出先への郵送、持参、ＦＡＸまたは電子メールにより提出してください（ご意見

などの概要を公表する際は、氏名及び住所は公開いたしません）。 

なお、電話や口頭によるご意見の受付には応じかねますので、ご了承ください。 

 ⑵ 電子メールによる場合の注意事項 

ウイルス感染を避けるため、ファイルは添付せず、お使いのメールソフトで、件

名に「（仮称）札幌市犯罪のない安全で安心なまちづくり等に関する条例（素案）

に対する意見」と記載し、本文欄には、「ご意見記入シート」に準じた様式でご意

見を記載のうえ、送付してください。 

 ⑶ その他 

障がいのある方で上記の方法によることが困難な方は、下記の提出先にお越しい

ただくと、聞き取りでの提出にも対応いたします。 

 

４ 意見の提出先 

札幌市市民まちづくり局地域振興部区政課（札幌市役所本庁舎 13 階） 

住 所：〒060-8611 札幌市中央区北１条西２丁目 

ＦＡＸ：011-218-5156 

Ｅメール：kusei@city.sapporo.jp 

受付時間：平日の午前８時 45 分～午後５時 15 分 

お問い合わせ先 

札幌市市民まちづくり局地域振興部区政課 

〒060-8611 札幌市中央区北１条西２丁目 

電 話：011-211-2252 ＦＡＸ：011-218-5156 

Ｅメール：kusei@city.sapporo.jp 



 3

Ⅰ 策定の背景及び必要性 

 

１ 策定の背景 

⑴ 札幌市内の一般刑法犯認知件数等 

平成 13 年以降、札幌市内の一般刑法犯認知件数（犯罪について警察が事件とし

て取り扱った件数）は、着実に減少していますが、平成 19 年で未だに 27,840

件、１日当たりに換算すると、約 76 件もの犯罪が発生しています。そして、その

大部分を占めるのが、日常生活で誰もが被害に遭うおそれがある空き巣や車上ねら

いなどの窃盗犯や、最近、急速に被害が拡大している振り込め詐欺といった身近な

犯罪です。 

これに加え、個人の生命や身体に危害を及ぼす凶悪犯や粗暴犯は年間で 1,000

件以上発生しており、こうした犯罪による被害者等は精神的な後遺症など、さまざ

まな問題を抱えています。 

⑵ 市民の意識 

約 73％の市民が、空き巣等の住宅を狙った犯罪、子どもが被害者として巻き込

まれる犯罪、悪質商法や詐欺など、身近な犯罪に遭うかもしれないという不安を抱

えています。 

⑶ 地域防犯活動団体の状況 

現在、札幌市内の地域防犯活動団体は、急速に増加しており、「地域の安全は地

域で守る」という市民意識は大きな広がりを見せています。 

しかし一方で、他の地域防犯活動団体との連携が難しい、活動に対する地域の理

解・協力や活動に必要な情報が不足している、といったさまざまな悩みや課題を抱

えています。 

 

２ 策定の必要性 

以上の背景のもと、市民共通の願いである安全に安心して暮らせるまちの実現に向

けて、犯罪を誘発する機会を減らすための取組と犯罪被害に遭った市民に対する支援

をより適切に推進していくには、以下の観点に基づく基本的なルールや仕組みを整備

することが必要です。 

⑴ 基本理念の共有に向けて 
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市民、事業者及び市の３者が連携・協力することを基本に、安全で安心なまちづ

くりを進める上で大切となる基本的な考え方を札幌市全体で共有すること。 

⑵ 市民、事業者及び市の役割の明確化に向けて 

市民、事業者及び市による安全で安心なまちづくりをより効率的に推進してい

くために、それぞれの役割を明確にすること。 

⑶ 安全で安心なまちづくりの着実な推進に向けて 

市民の取組への支援や犯罪の防止に配慮した環境の整備、犯罪被害者等への支

援などを札幌市が着実に推進していくこと。 
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Ⅱ 条例案に盛り込む事柄の概要＜骨格図＞ 

目的等 

１ 目的    ２ 定義    ３ 基本理念 

市民、事業者及び市の役割 

２ 事業者の役割 ３ 市の役割 １ 市民の役割 

委任 

基本計画の策定 

市の施策 

１ 広報及び啓発 ２ 市民の取組への支援 

３ 公共施設の整備等 ４ 連携体制の整備 

５ 犯罪被害者等への支援 

犯罪のない安全で安心なまちづくり等審議会 
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Ⅲ 条例案に盛り込む事柄 

 

１ 「目的」に掲げる事柄 

この条例では、犯罪のない安全で安心なまちづくり（以下「安全で安心なまちづく

り」という。）に関し、基本理念を定め、市民、事業者及び市の役割を明らかにする

とともに、安全で安心なまちづくりの推進及び犯罪被害者等に対する支援に関する事

項を定めることにより、安全に安心して暮らせるまちの実現に寄与することを、目的

として掲げます。 

※ この条例では、「市民」を「市内に住所を有する者、市内で働き、若しくは学ぶ者及び市内において事業

活動その他の活動を行う者若しくは団体」としています。 

２ 「定義」に掲げる事柄 

「安全で安心なまちづくり」とは、市民及び市による、犯罪を防止するための活動、

犯罪の防止に配慮した環境の整備その他の犯罪を誘発する機会を減らすための取組を

いう、ということを定義で掲げます。 

３ 「基本理念」に掲げる事柄 

安全で安心なまちづくりは、市民、事業者及び市が、それぞれの役割を認識し、相

互に連携・協力するとともに、次に掲げる事項を基本として推進されなければならな

いこと、を掲げます。 

⑴ 市民及び市は、市民が安全で安心なまちづくりを行うに当たっての自主性及び自

立性を尊重すること。 

⑵ 市民及び市は、地域の特性及び実情に応じた安全で安心なまちづくりの推進に努

めること。 

⑶ 市民及び市は、安全で安心なまちづくりの推進に当たっては、地域における防災、

交通安全その他の分野における取組との連携に努めること。 

⑷ 市民及び市は、安全で安心なまちづくりの推進に当たっては、個人のプライバシ

ーに配慮するよう努めること。 

⑸ 市民及び市は、安全で安心なまちづくりの推進に当たっては、お互いが支え合う

暮らしやすいまちの実現に資するよう努めること。 

４ 「市民の役割」に掲げる事柄 

市民は、安全で安心なまちづくりについての理解を深め、自らの安全の確保に努め

るとともに、相互に協力して地域における安全で安心なまちづくりを行うよう努める
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こと、を掲げます。 

５ 「事業者の役割」に掲げる事柄 

事業者は、事業活動における安全を確保するとともに、自らが有する資源を活用し

て、地域における安全で安心なまちづくりの支援に努めること、を掲げます。 

６ 「市の役割」に掲げる事柄 

市は、関係機関との連携を図りながら、安全で安心なまちづくりに関する基本的か

つ総合的な施策を実施すること、を掲げます。 

７ 「基本計画の策定」に掲げる事柄 

市長は、安全で安心なまちづくり及び犯罪被害者等に対する支援を総合的かつ計画

的に推進するための基本的な計画（以下「基本計画」という。）を策定すること、を

掲げます。 

８ 「広報及び啓発」に掲げる事柄 

市は、安全で安心なまちづくりに対する市民の理解を深めるため、広報及び啓発を

行うこと、を掲げます。 

９ 「市民の取組への支援」に掲げる事柄 

市は、市民による安全で安心なまちづくりの促進を図るため、情報の提供、人材の

育成その他の必要な支援を行うよう努めること、を掲げます。 

10 「公共施設の整備等」に掲げる事柄 

市は、犯罪の防止に配慮した公共施設の整備又は管理を行うよう努めること、を掲

げます。 

11 「連携体制の整備」に掲げる事柄 

市は、安全で安心なまちづくりに関する市民等の連携を推進するため、協議会等の

必要な体制を整備すること、を掲げます。 

12 「犯罪被害者等への支援」に掲げる事柄 

市は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るため、犯罪被害者等基本法に基づき、

関係機関との連携を図りながら、情報の提供、相談、広報、啓発その他の必要な支援

を行うこと、を掲げます。 

13 「犯罪のない安全で安心なまちづくり等審議会」に掲げる事柄 

⑴ 安全で安心なまちづくりの推進及び犯罪被害者等に対する支援に関し必要な事項

について調査審議等を行うため、札幌市犯罪のない安全で安心なまちづくり等審議
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会（以下「審議会」という。）を置くこと、を掲げます。 

⑵ 審議会は、次に掲げる事務を行うこと、を掲げます。 

ア 市長の諮問に応じ、基本計画に関し調査審議し、及び意見を述べること。 

イ アに掲げるもののほか、安全で安心なまちづくり等の推進に関し必要な事項

について調査審議し、及び意見を述べること。 

⑶ 審議会は、委員 15 人以内をもって組織する。この場合において、民意を適切に

反映させるとともに、多角的かつ総合的な観点から調査審議等が行われるよう、公

募した市民その他の多様な人材を委嘱するように配慮しなければならないこと、を

掲げます。 

⑷ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任

期は、前任者の残任期間とすること、を掲げます。 

⑸ 委員は、再任されることができること、を掲げます。 

⑹ 特別の事項等を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くこ

とができること、を掲げます。 

⑺ 審議会に、必要に応じ、部会を置くことができること、を掲げます。 

⑻ ⑴から⑺に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長

が定めること、を掲げます。 

14 「委任」に掲げる事柄 

この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定めること、を掲げます。 
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Ⅳ 素案の要旨 

 

 札幌市では、犯罪被害に遭う市民を一人でも少なくするための取組や環

境づくりを進めるとともに、不幸にして犯罪被害に遭った市民に対する適

切な支援を実施していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➃➃  犯犯罪罪をを防防止止すするるだだけけででははななくく、、おお互互いいがが支支ええ合合うう暮暮ららししややすすいいままちちをを大大切切ににししまますす  

犯犯罪罪のの防防止止だだけけででははななくく、、地地域域のの特特性性やや実実情情にに応応じじるるここととやや、、相相手手をを気気遣遣うう意意識識ななどどをを

ははぐぐくくむむここととでで、、おお互互いいがが支支ええ合合うう暮暮ららししややすすいいままちちににつつななげげてていいくくここととをを大大切切ににししてていいまま

すす（（ⅢⅢ‐‐33））。。  

➀➀  犯犯罪罪がが発発生生すするる状状況況にに着着目目ししてて、、ソソフフトトととハハーードドのの両両面面かからら取取組組をを推推進進ししまますす  

犯犯罪罪企企図図者者（（犯犯罪罪をを行行おおううととすするる人人））ににととっってて犯犯罪罪をを行行いいややすすいい状状況況ががああるるここととにに着着目目

しし、、市市民民、、事事業業者者及及びび市市がが、、ソソフフトトととハハーードドのの両両面面かかららそそののよよううなな状状況況をを減減ららすすたためめのの取取

組組をを推推進進すするるここととととししてていいまますす（（ⅢⅢ‐‐22））。。  

➁➁  みみんんななでで協協力力すするるここととにによよっってて地地域域のの安安全全をを守守りりまますす  

市市民民、、事事業業者者及及びび市市のの役役割割をを明明ららかかににししたた上上でで、、相相互互にに連連携携・・協協力力ししてていいくくここととのの重重要要性性をを示示しし、、そそのの

実実効効性性をを確確保保すするるたためめにに協協議議会会等等のの設設置置とといいっったた枠枠組組みみをを整整備備すするるここととととししてていいまますす（（ⅢⅢ‐‐33～～66、、1111））。。  

➄➄  社社会会のの変変化化にに柔柔軟軟にに対対応応ししてて、、効効果果的的なな取取組組をを推推進進ししまますす  

社社会会情情勢勢をを踏踏ままええたた基基本本計計画画をを策策定定すするるここととをを通通じじてて具具体体的的なな対対策策をを着着実実にに進進めめるるここととととしし、、ささららにに

そそのの計計画画のの実実効効性性をを確確保保すするるたためめのの審審議議会会をを設設置置すするるここととととししてていいまますす（（ⅢⅢ‐‐77、、1133））。。  

➅➅  犯犯罪罪被被害害者者等等へへのの適適切切なな支支援援をを行行いいまますす  

関関係係機機関関ととのの連連携携をを図図りりななががらら、、情情報報のの提提供供、、相相談談ななどどをを通通じじ、、犯犯罪罪被被害害者者等等へへのの支支援援をを行行ううここととととしし

てていいまますす（（ⅢⅢ‐‐1122））。。  

➂➂  市市民民のの自自主主・・自自立立のの意意識識にに支支ええらられれたた取取組組がが推推進進さされれるるここととをを大大切切ににししまますす  

誰誰かかにに強強要要さされれてて行行ううののででははななくく、、「「地地域域のの安安全全はは地地域域でで守守るる」」とといいうう自自主主・・自自立立のの意意識識にに支支ええらられれたた

取取組組がが推推進進さされれるるここととをを大大切切ににししまますす（（ⅢⅢ‐‐33  ⑴⑴））。。  
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